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文京区立放課後等デイサービス事業所（障害者の緊急時受入れ事業所併設）

の整備及び運営委託事業者の公募に関する質疑回答書 

 

【質問書に対する回答分】 

No. 質   問 回   答 

１ 

文京区放課後等デイサービス事業運営

委託仕様書（案）２頁の 10の⑵送迎業

務について 

 

「①（学校のある日）・②（学校が休み

の日）共に自宅への送り」と示されてい

るが、いくつかの定型の送迎ルートを

定め、ルート上のポイント(自宅近くな

ど)での引き渡しにすることは可能か。 

また、対象障害児の年齢を鑑み、施設送

迎を利用せず自分で通う利用者が出る

可能性があるが、このような自主通所

を許可する際の実施の取り決めや書面

の取り交わしなどがあれば、お示しい

ただきたい。 

送迎ルートを定めた上で、ルート上のポ

イントで乗降者をすることについては、

地域事情もあるかと思いますので構いま

せんが、利用児及びその保護者の意向を

踏まえた上で実施してください。 

また、自主通所の際の書面等の取り交わ

しにつきましては、現在、区立の事業所

においては行っておりませんが、本委託

業務の実施にあたっては、受託者と協議

の上、決定したいと考えております。 

２ 

文京区障害者緊急時受入れ事業運営委

託仕様書（案）１頁の４の⑵食事の提供

について 

 

「緊急受入れ時に食事提供をする」と

あるが、委託料を算出するにあたり食

材費等の費用については利用児（者）負

担となるのか、又は委託料の中に含ま

れるのか、お示しいただきたい。 

食材費等につきましては、利用者負担と

考えておりますので、委託料には含まれ

ません。 

３ 

企画提案書類等作成要領１頁の２の⑴

企画提案書(別記様式第５号)について 

 

「企画提案書はパワーパイントで作成

すること(A4判、20ページ以内とし)」

とあるが、１ページにつきスライド１

枚という理解でよろしいか。 

お見込みのとおりです。 
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４ 

企画提案書類等作成要領２頁の２の⑹

見積書(別記様式第 10号)、見積書内訳

について 

 

「見積書の内訳において課税のものは

消費税込みの額とすること。なお、委託

料総額は非課税とする。」とあるが、こ

れは、内訳書の中で課税項目について

はその費用の消費税額を明記し、内訳

総額から消費税相当額を引いた額を見

積書に載せる、ということでよろしい

か。 

本委託業務は、第二種社会福祉事業にあ

たり非課税となるものと想定していま

す。委託料総額は非課税ですが、その内

訳において、「見積書の各単価は消費税抜

きで記載し、別欄に消費税額を明示した

上で、見積合計金額には、消費税込みの

額を記載すること。」としました。 

以下、例として見積書及び見積書内訳の

イメージを記載します。 

 

【見積書イメージ】 

 60,000千円（非課税） 

 

【見積書内訳イメージ】 

（1）人件費 

   〇〇〇円×〇人  ＝〇〇〇千円 

   ・・・ 

       人件費計 ＝30,000千円 

（2）事業費 

   ・・・ 

       事業費計 ＝20,000千円 

（3）事務費 

   事務用品購入 

  各単価（税抜き） 消費税 

   〇〇円 ＋ 〇円 ＝〇〇円 

   ・・・ 

   ※法人事務費を含む 

       事務費計 ＝10,000千円 

       合計   ＝60,000千円 

  ※60,000千円に消費税相当額は追加し

ない。 
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５ 

企画提案書等作成要領１頁の２の⑶人

員配置計画書(別記様式第７号)及び⑷

勤務予定表(別記様式第８号)について 

 

「放課後等デイサービス事業所及び障

害者の緊急時受入れ事業を運営するた

めに～提案すること。」とあるが、放課

後等デイサービスと緊急時受入れ事業

とで様式を分けた方が良いか。 

説明が不足しておりましたが、人員配置

計画書及び勤務予定表は、放課後等デイ

サービス用と緊急時受入れ事業用とで分

けてください。 

なお、放課後等デイサービスと緊急時受

入れ事業の兼務を想定する職員について

は、備考欄にその旨を記載してください。 

 


